
能美市団体旅行促進補助金
今尾

※詳細はHPでご確認ください。
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1648631357154/index.html

条件を満たすと、次の補助が適用されます。

主な条件

○市外の団体または個人により実施される旅行・合宿・修学旅行・学会であること

○宿泊者数が延べ10人以上であること（宿泊代金が無料の幼児は人数に含めない）

　述べとは･･･ 5人×2泊＝延べ10人 となります。

○市内指定観光スポットを1箇所以上訪問すること

お問い合わせ先

能美市 産業交流部 観光交流課

電話番号：0761-58-2211 ファクス：0761-58-2297

HPからフォームでの問い合わせもできます。

2024/1/25

https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1648631357154/index.html


0761-58-2211能美市役所産業交流部観光交流課問合せ ［受付時間］平日 8 :30～17:15

能美市団体旅行促進補助金

※本書面の内容は令和5年5月1日時点の情報をもとにしています※本書面の内容は令和5年5月1日時点の情報をもとにしています
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